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人身の自由と適正手続の展開（萩野）

　
法
律
に
よ
っ
て
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
憲
法
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
の
保
障
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

人
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
治
国
家
の
当
然
の
原
理
を
表
明
し
た
規
定

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
い
わ
ゆ
る
法
律
の
留
保
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
か
、
実
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
明
治
憲
法
…
二
条
の
「
目

本
臣
民
ハ
法
律
二
依
ル
ニ
非
ス
シ
テ
逮
捕
監
禁
審
問
処
罰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
規
定
に
し
ろ
、
欽
定
憲
法
で
あ
る
こ
と
や
他
の
人
権

保
障
規
定
と
か
憲
法
全
体
の
趣
旨
と
は
切
り
離
し
て
本
条
だ
け
を
み
る
と
き
は
、
豊
富
な
内
容
を
与
え
て
、
デ
ュ
i
・
プ
・
セ
ス
条
項
と
し
て

の
役
割
を
果
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
は
、
本
条
は
、
「
法
律
二
依
テ
逮
捕
・
監
禁
・
審
問
・
処

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ロ

罰
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
自
由
権
ヲ
以
テ
法
律
ヨ
リ
モ
上
二
在
ル
権
利
ト
為
シ
、
立
法
権
二
依
リ
テ
モ
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

ヲ
制
限
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
コ
ト
ハ
、
我
ガ
憲
法
ノ
主
義
ト
ス
ル
所
二
非
ズ
」
と
解
し
て
い
た
。
明
治
憲
法
全
体
の
中
で
考
え
ら
れ
た

本
条
の
趣
旨
は
、
右
の
諸
学
説
の
い
う
と
お
り
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
一
方
で
は
、
本
条
は
、
刑
法
学
説
に
よ
っ
て
、
罪
刑
法
定
主

義
の
原
則
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
た
。
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
は
、
自
由
主
義
思
想
、
法
治
国
思
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
も
、
こ
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
憲
法
二
三
条
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
の
留
保
の
規
定
に
と
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ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
に
は
主
張
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
治
憲
法
の
「
法
定
手
続
」
の
保
障
が
実
定
制
度
上
ど
う

な
っ
て
い
た
か
、
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
1
　
実
体
的
保
障

　
　
①
　
罪
刑
法
定
主
義

　
多
く
の
刑
法
学
説
は
、
明
治
ご
二
年
（
一
八
八
○
年
）
の
旧
刑
法
の
二
条
、
三
条
を
も
っ
て
わ
が
国
に
罪
刑
法
定
主
義
が
は
じ
め
て
取
り
入

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

れ
ら
れ
た
と
し
て
い
た
。
現
行
刑
法
（
明
治
四
〇
”
一
九
〇
七
年
）
に
は
そ
れ
ら
に
当
る
条
項
は
な
い
け
れ
ど
も
、
解
釈
上
明
白
の
原
則
で
あ

り
、
明
治
憲
法
二
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
削
除
し
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
わ
が
国
刑
法
学
界
の
支

配
的
見
解
で
あ
る
。
刑
法
学
界
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
明
治
憲
法
二
三
条
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
理
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
れ
は
、
実
体

刑
法
上
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
か
ら
派
生
す
る
原
理
と
さ
れ
て
い
る
事
後
法
の
禁

止
、
絶
対
不
定
期
刑
の
禁
止
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
が
、
よ
り
一
層
自
由
主
義
的
な
要
請
で
あ
る
人
権
尊
重
原
理
、
当
該
行
為
抑
止
の
理
由
の
合

理
性
、
罪
と
罰
の
均
衡
な
ど
の
諸
要
請
は
、
立
法
に
対
す
る
制
約
原
理
な
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
≡
二
条
に
関
す
る
憲
法
学
説
と
刑
法
学
説
と

の
間
に
齪
齪
（
し
か
も
か
な
り
大
き
な
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
後
で
概
観
す
る
よ
う
に
、
実
際
の
法
制
度
上
は
、
罪
刑
法
定
主

義
の
実
質
的
、
自
由
主
義
的
側
面
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
罪
刑
法
定
主
義
と
い
っ
て
も
、
そ

の
形
式
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
国
家
は
予
め
法
律
に
よ
っ
て
犯
罪
と
刑
罰
を
予
告
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
強
調
さ

れ
て
、
自
由
主
義
的
実
質
が
無
視
さ
れ
る
と
き
は
、
個
人
の
自
由
を
大
幅
に
制
限
す
る
治
安
政
策
重
視
の
立
法
も
、
罪
刑
法
定
主
義
の
名
の
下

に
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
前
の
罪
刑
法
定
主
義
の
思
想
に
は
、
必
ら
ず
し
も
人
権
保
障
的
適
正
の
主
張
が
強
く
含
め
ら
れ

て
い
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
有
力
な
刑
法
学
説
の
な
か
に
、
旧
刑
法
二
条
の
削
除
を
歓
迎
し
、
　
「
社
会
防
衛
」
の
立
場
か
ら
、
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ロ

刑
法
定
主
義
の
解
消
、
法
解
釈
の
無
限
性
、
刑
法
に
お
け
る
類
権
解
釈
の
必
要
性
と
正
当
性
を
強
調
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦
前
に
お

け
る
法
定
手
続
の
保
障
に
関
す
る
社
会
環
境
や
理
論
状
況
を
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
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実
際
に
お
い
て
は
、
明
治
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
治
安
維
持
法
（
大
正
一
四
年
旺
一
九
二
五
年
）
以
後
と
り
わ
け
顕
著
に
な
っ
た
、
人
権
を

制
限
す
る
特
別
刑
法
の
あ
い
つ
ぐ
制
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
な
罪
刑
法
定
主
義
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
「
戦
後
に
い
た
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
は
、
真
の
意
味
に
お
い
て
確
立
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
判
例
に
お
い
て
は
、
正
面
か
ら
類
推
許
容
を
う
た
っ
た
も
の
は
絶
無
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
目
的
論
的
解
釈
に
名
を
借
り
た
運
用
が
し
ば
し

ば
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
六
〇
条
の
明
文
を
無
視
し
た
い
わ
ゆ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
の
広
範
囲
な
適
用
や
過
失
犯
の

規
定
を
も
た
な
い
あ
る
種
の
行
政
的
刑
罰
法
規
の
適
用
に
つ
き
、
「
犯
意
ナ
キ
場
合
ト
錐
モ
之
ヲ
処
罰
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
犯
意
ノ
有
無
ハ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
法
意
ナ
リ
ト
解
釈
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
一
連
の
判
決
が
存
在
し
た
。
ま
た
治
安

維
持
法
を
始
め
と
す
る
特
別
刑
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
弾
力
性
に
み
ち
た
そ
の
規
定
を
さ
ら
に
逸
脱
す
る
不
当
な
判
決
の
例
が
数
多

　
　
　
　
パ
ク
レ

く
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
②
　
不
当
な
拘
束
か
ら
の
自
由

　
奴
隷
的
拘
束
や
苦
役
か
ら
の
自
由
（
現
憲
法
一
八
条
）
、
不
当
な
抑
留
・
拘
禁
か
ら
の
自
由
（
同
三
四
条
）
は
、
人
間
的
な
生
存
に
と
っ
て

の
前
提
要
件
で
あ
る
が
、
旧
憲
法
下
で
は
、
そ
れ
を
保
障
す
る
制
度
は
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
初
期
目
本
資
本
主
義
の
発
達
を
支
え
た
繊
維
産
業
労
働
者
が
「
監
獄
づ
と
め
」
の
よ
う
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
「
女
工
哀
史
」
は
、
余

り
に
も
有
名
で
あ
る
。
労
働
者
の
た
こ
部
屋
・
監
獄
部
屋
や
娼
妓
の
生
活
の
悲
惨
さ
が
、
奴
隷
的
拘
束
な
い
し
苦
役
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

る
。
法
は
か
え
っ
て
、
彼
ら
を
拘
束
し
、
苦
役
に
服
さ
せ
て
い
る
人
び
と
の
た
め
に
存
在
し
た
と
い
う
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
基
本
的
に
は
、
契
約
自
由
の
原
則
を
人
身
の
自
由
の
上
に
お
く
考
え
方
と
法
制
が
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
娼
妓

に
つ
い
て
は
、
解
放
令
が
出
さ
れ
（
明
治
五
年
”
一
八
七
二
年
）
、
娼
妓
取
締
規
則
が
制
定
（
明
治
三
三
年
H
一
九
〇
〇
年
）
さ
れ
た
け
れ
ど

も
実
効
性
が
な
く
、
か
え
っ
て
「
娼
妓
は
み
だ
り
に
廓
外
に
出
す
べ
か
ら
ず
」
の
規
定
と
か
、
娼
妓
名
簿
、
娼
妓
鑑
札
の
制
度
は
、
娼
妓
の
人

身
の
自
由
を
き
び
し
く
拘
束
す
る
役
割
を
果
し
た
。
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後
に
、
国
家
総
動
員
法
の
制
定
に
よ
る
国
民
徴
用
や
徴
兵
制
に
よ
っ
て
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
彪
大
な
人
び
と
を
強
制
的
に
兵
役
や
工
場

労
働
等
に
就
か
せ
た
こ
と
は
、
公
権
力
に
よ
る
「
意
に
反
す
る
苦
役
」
の
強
制
で
あ
っ
た
と
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
2
　
手
続
的
保
障

　
　
①
　
刑
事
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
レ

　
「
自
由
の
歴
史
は
、
手
続
保
障
の
歴
史
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
が
国
の
明
治
憲
法
時
代
に
お
い
て
、
人
身
の
自
由
の
手
続
的
保

障
の
制
度
と
理
論
に
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
た
だ
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
治
罪
法
（
明
治
一
三
年
聴
一
八
八
○
年
）
い
ら
い
、
い
ち
お
う
近
代
的
な
内
容
の
法
規
が
存
在
し
た
。
治
罪

法
以
後
の
刑
事
手
続
法
を
、
人
権
保
障
手
続
の
観
点
か
ら
一
言
で
い
え
ば
、
し
だ
い
に
悪
く
な
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

治
罪
法
、
明
治
刑
訴
法
（
明
治
…
二
年
蒔
一
八
九
〇
年
）
は
、
い
ち
お
う
現
行
犯
逮
捕
の
権
限
だ
け
を
捜
査
官
憲
（
検
事
、
司
法
警
察
官
）
に

認
め
（
治
罪
法
一
〇
二
条
、
明
治
刑
訴
五
八
条
）
、
そ
の
他
の
強
制
処
分
の
権
限
は
、
裁
判
官
に
付
与
し
て
い
た
（
治
罪
法
二
八
条
以
下
、

明
治
刑
訴
六
九
条
以
下
）
。
こ
の
限
り
で
は
、
手
続
的
に
適
正
を
保
障
す
る
た
め
の
捜
査
と
訴
訟
の
構
造
が
と
ら
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
、
強
制
処
分
権
限
は
、
予
審
判
事
に
集
中
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
糺
問
的
性
格
か
ら
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
事
例
が
多
発
し
た
。
令

状
発
布
の
要
件
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
捜
査
に
対
す
る
司
法
的
控
制
の
作
用
が
働
か
な
か
っ
た
こ
と
、
捜
査
官
憲
に
よ
る
事
実
上
の

強
制
処
分
、
行
政
検
束
や
違
警
罪
即
決
例
の
拘
留
の
捜
査
へ
の
濫
用
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
大
正
刑
訴
法
（
大
正
二
年
“
一
九
二
二
年
）
は
、
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
み
て
、
明
治
刑
訴
よ
り
も
後
退
し
た
。
急
を
要
す
る
場
合
に
は

捜
査
機
関
が
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（
一
二
三
条
）
。
検
察
官
が
勾
留
状
を
発
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
（
二
一
九

条
）
。
公
訴
提
起
前
に
、
押
収
、
捜
索
、
検
証
お
よ
び
被
疑
者
の
勾
留
、
被
疑
者
ま
た
は
証
人
の
尋
問
、
鑑
定
の
処
分
を
予
審
判
事
ま
た
は
区

裁
判
所
判
事
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
（
二
五
五
条
）
が
、
請
求
を
受
け
た
予
審
判
事
ま
た
は
区
裁
判
所
判
事
は
、
そ
の
適

法
性
を
審
査
で
き
る
だ
け
で
、
嫌
疑
と
必
要
性
の
存
在
に
つ
い
て
は
審
査
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
、
実
際
に
は
、
被
疑
者
の
拘
束
等

一4一
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も
捜
査
機
関
の
思
う
が
ま
ま
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
戦
時
体
制
に
入
っ
て
か
ら
は
、
改
正
治
安
維
持
法
（
昭
和
一
六
年
n
一
九
四
一
年
）
、

国
防
保
安
法
（
同
年
）
、
戦
時
刑
事
特
別
法
（
昭
和
一
七
年
“
一
九
四
二
年
）
な
ど
の
特
別
立
法
が
制
定
さ
れ
て
、
捜
査
機
関
に
い
っ
そ
う
広

汎
な
強
制
処
分
権
が
付
与
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
刑
事
手
続
は
「
”
糺
問
主
義
的
検
察
司
法
“
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
と
り
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

け
人
権
抑
圧
的
な
捜
査
過
程
が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
刑
事
手
続
で
あ
っ
た
」
。

　
　
②
行
政
手
続

　
憲
法
上
、
　
「
法
定
手
続
」
は
、
二
三
条
に
そ
の
根
拠
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
、
し
か
も
、
本
条
項
は
、
主
と
し
て
刑
事
手
続
に
限
っ
て
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
そ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
は
、
行
政
作
用
と
し
て
の
国
家
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
民
の
人

権
保
障
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
警
察
上
の
目
的
の
た
め
に
す
る
行
政
権
の
発
動
に
基
づ
く
侵
害
の
場
合
に
も
適

　
　
　
　
お
レ

用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
警
察
権
の
発
動
に
は
法
の
根
拠
を
要
す
る
、
と
い
う
と
き
の
「
法
」
と
は
「
法
律
」
に
は
限
ら
れ
て

い
ず
、
命
令
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
警
察
権
の
根
拠
を
、
法
律
の
う
え
に
お
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
リ
レ

の
法
治
主
義
な
る
も
の
も
、
所
詮
は
ま
っ
た
く
形
式
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
旧
憲
法
下
に
お
け
る
法
治
行
政
の
原
理
は
、
国
民
の
権
利
を
制
限
、

剥
奪
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
政
処
分
は
、
法
律
に
基
づ
き
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
、
た
だ
形
式
的
に
法
律
に

基
づ
き
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
法
治
行
政
の
要
請
を
み
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
今
日
、
「
適
正
手
続
」

の
観
念
に
含
ま
れ
て
い
る
告
知
と
聴
聞
を
中
心
と
す
る
行
政
手
続
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
論
議
の
外
に
あ
っ
た
。
行
政
上
の
手
続
を
規
制
し

て
い
る
例
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
内
部
的
な
職
務
命
令
に
ょ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
外
部
的
に
は
何
ら
の
法
的
効
力
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

た
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
ド
イ
ッ
に
お
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
な
り
制
度
の
建
前
な
り
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
1
）
佐
々
木
惣
一
『
日
本
憲
法
要
論
』
二
三
三
頁
。

（
2
）
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
』
一
八
三
頁
。

（
3
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
』
三
三
頁
、
植
松
正
「
罪
刑
法
定
主
義
」

（
日
本
刑
法
学
会
『
刑
法
講
座
1
』
）
二
七
頁
、
等
。
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（
4
）
牧
野
英
一
『
刑
事
学
の
新
思
潮
と
新
刑
法
』
、
吉
川
経
夫
「
日
本
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
沿
革
」
（
東
大
社
会
科
学
研
究
所
『
基
本
的
人
権
4
』
）

　
二
六
頁
注
（
9
）
～
（
1
1
）
参
照
。

（
5
）
吉
川
・
前
掲
二
五
頁
。

（
6
）
例
え
ば
大
判
昭
和
一
一
・
五
二
一
八
刑
集
一
五
巻
七
一
五
頁
等
。

（
7
）
例
え
ば
大
判
昭
和
二
丁
三
二
三
刑
集
一
六
巻
四
四
七
頁
等
。

（
8
）
山
本
茂
実
『
あ
あ
野
麦
峠
』
の
各
頁
。

（
9
）
細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』
岩
波
文
庫
。

（
ー0
）
西
口
克
己
『
廓
』
四
八
、
七
四
、
一
一
六
頁
ほ
か
等
。

（
11
）
蜜
。
蜜
喜
く
。
d
艮
轡
a
ω
§
。
ω
”
ω
一
G
。
d
。
の
，
ω
。。
N
（
一
逡
ω
）
」
。
ぎ
け
》
旨
一
－
守
ω
。
一
斡
幻
①
賄
轟
。
①
O
。
目
B
葺
8
〈
k
。
9
讐
F
ω
ぼ
q
．

　
ω
」
8
（
這
田
）
等
。

（
12
）
杉
原
泰
雄
「
『
人
身
の
自
由
』
と
刑
事
手
続
」
　
（
法
律
時
報
五
三
五
号
八
頁
以
下
）
、
三
井
誠
「
適
正
手
続
の
思
想
」
　
（
小
林
・
水
本
『
現
代
日
本
の

　
法
思
想
』
二
九
〇
頁
以
下
）
、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
と
デ
ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
二
二
八
頁
以
下
、
等
。

（
爲
）
美
濃
部
達
吉
『
行
政
法
提
要
下
巻
』
一
五
一
頁
。

（
1
4
）
戒
能
通
孝
編
『
警
察
法
』
五
二
頁
以
下
。

（
15
）
四
中
二
郎
「
行
政
手
続
法
の
諸
問
題
」
　
（
公
法
研
究
二
三
号
）
八
二
頁
。

一6一

二
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
適
正
手
続

　
1
　
適
正
手
続
の
理
解

　
現
行
憲
法
が
適
正
手
続
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
三
一
条
の
規
定
の
位
置
か
ら
し
て
、

適
正
手
続
の
憲
法
上
の
根
拠
に
関
し
て
、
①
三
一
条
の
解
釈
と
し
て
ひ
き
出
す
も
の
、
②
二
二
条
を
中
心
と
す
る
人
権
規
定
を
実
体
的
適
正
の
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根
拠
と
す
る
も
の
、
⑧
三
二
条
説
、
④
発
展
し
た
法
治
国
原
理
を
根
拠
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
①
の
三
一
条
を
根
拠
と
す
る
も
の
は
、
ア

メ
リ
カ
法
の
デ
ユ
ー
・
プ
・
セ
ス
の
観
念
を
、
三
一
条
に
読
み
込
ん
で
い
く
。
②
ニ
ニ
条
を
基
礎
と
す
る
人
権
諸
規
定
を
根
拠
と
す
る
も
の

は
・
二
二
条
は
、
国
家
機
関
に
た
い
し
て
国
民
の
基
本
的
人
権
を
実
体
的
に
の
み
な
ら
ず
手
続
的
に
も
尊
重
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
原
則
規
定

で
あ
る
葛
解
す
る
。
⑧
三
二
条
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
験
に
鑑
み
、
三
一
条
に
デ
ユ
ー
・
プ
・
セ
ス
の
思
想
を
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

込
む
こ
と
に
反
対
し
、
一
四
条
以
下
の
人
権
規
定
に
実
体
的
適
正
の
基
準
を
、
三
二
条
以
下
に
手
続
的
適
正
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
。
第
四

説
は
、
憲
法
全
体
の
趣
旨
な
い
し
は
法
治
国
思
想
に
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
手
続
の
適
正
の
根
拠
は
、
こ
こ
か
ら
導
き
出
す
説

　
　
ハ
　
ロ

が
多
い
。

　
2
　
実
体
的
保
障

　
　
①
罪
刑
法
定
主
義

　
憲
法
三
一
条
を
ど
う
解
す
る
に
せ
よ
、
三
九
条
一
文
前
段
お
よ
び
七
三
条
六
号
但
書
等
が
あ
る
の
で
、
憲
法
が
罪
刑
法
定
主
義
を
基
本
原
理

と
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
行
刑
法
に
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
宣
言
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
原
則
は
当
然

に
刑
法
の
基
本
原
則
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
罪
刑
法
定
主
義
は
、
一
般
に
、
①
慣
習
刑
法
の
否
定
、
②
事
後
法
の
禁

止
、
③
絶
対
不
定
期
刑
の
禁
止
、
④
類
推
解
釈
の
禁
止
等
の
派
生
的
原
理
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
ぎ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、

こ
れ
ら
の
原
理
よ
り
も
、
⑤
基
本
的
人
権
尊
重
主
義
の
貫
徹
　
⑥
犯
罪
構
成
要
件
の
明
確
性
　
⑦
当
該
行
為
を
抑
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合

理
的
理
由
の
存
在
　
⑧
罪
と
罰
の
均
衡
の
要
請
を
重
視
し
、
立
法
が
こ
れ
ら
の
基
準
を
み
た
す
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
原
理
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
考
え
方
へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
と
思
え
る
。
こ
こ
に
、
人
権
尊
重
主
義
憲
法
に
お
け
る
三
一
条
を
中
心
と
す
る
適
正
手

続
規
定
の
歴
史
的
意
義
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
②
　
不
当
な
拘
束
か
ら
の
自
由

　
現
行
憲
法
が
奴
隷
的
拘
束
・
苦
役
か
ら
の
自
由
を
保
障
し
た
（
｝
八
条
）
こ
と
は
、
憲
法
原
理
の
社
会
国
家
的
転
換
と
相
ま
っ
て
、
法
制
度
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上
に
大
き
な
改
革
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
「
何
人
も
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
拘
禁
さ
れ
」
な
い
（
三
四
条
二
文
前
段
）
こ
と
が
保
障
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
刑
事
上
の
拘
禁
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
憲
法
下
で
問
題
が
多
発
し
た
行
政
上
の
拘
禁
や
幼
児
監
護
の
よ
う
な
民
事
上
の

拘
禁
に
つ
い
て
も
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
不
当
な
拘
束
に
当
る
か
ど
う
か
が
シ
リ
ア
ス
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
出
入
国
管
理
関
係
の
法
令
違
反
を
理
由
と
す
る
収
容
ま
た
は

退
去
強
制
が
あ
る
。
ま
ず
、
人
身
保
護
請
求
事
件
と
し
て
争
わ
れ
た
裁
判
例
の
う
ち
、
不
法
入
国
し
た
朝
鮮
人
を
母
と
し
、
本
邦
入
国
後
出
生

し
た
幼
児
に
つ
ぎ
、
母
と
と
も
に
退
去
強
制
処
分
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
令
書
に
記
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
を
遺
脱
し
て
い
た
こ
と

が
、
正
当
な
手
続
に
よ
ら
ず
身
体
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
判
決
が
あ
っ
た
（
長
崎
地
判
昭
和
三
〇
・
六
・
一
五
裁
判
所
時
報

叫
二
二
・
＝
二
〇
）
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
本
件
の
場
合
、
　
「
拘
束
が
権
限
な
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
場
合
」
に
当
ら
な
い

と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
（
最
判
昭
和
三
一
・
七
・
二
〇
民
集
一
〇
・
八
・
一
〇
九
六
）
。
ま
た
、
退
去
処
分
の
効
力
停
止
を
受
け

た
の
に
エ
ア
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ビ
ル
内
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
拘
束
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の

主
張
は
、
外
国
人
に
は
入
国
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
結
果
と
し
て
ホ
テ
ル
か
ら
外
出
で
き
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
て
も

憲
法
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
却
け
ら
れ
た
（
一
審
東
京
地
決
昭
和
四
五
・
一
二
・
二
六
判
時
六
一
六
・
五
七
、
上
告
審
最
決
四
六
・
一
・

二
五
判
時
六
一
七
・
二
五
）
。

　
収
容
処
分
ま
た
は
退
去
強
制
処
分
の
執
行
停
止
あ
る
い
は
．
取
消
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
か
か
る
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
る
不

利
益
が
社
会
通
念
上
回
復
が
容
易
で
な
い
と
み
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
請
求
を
容
認
す
る
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
送
還

処
分
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
申
立
が
認
容
さ
れ
る
方
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
収
容
処
分
の
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
る
の
は
必
ら
ず
し
も
多
く
な

い
。
し
か
し
、
近
時
の
例
で
は
、
保
育
園
に
保
母
と
し
て
勤
務
中
の
中
国
人
母
及
び
都
立
高
校
一
年
在
学
中
の
中
国
人
子
に
対
す
る
退
去
強
制

令
書
発
布
処
分
に
つ
き
申
立
人
ら
に
送
還
の
執
行
を
不
能
に
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
の
に
収
容
を
継
続
す
れ
ば
自

由
を
拘
束
し
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
と
し
て
収
容
部
分
の
執
行
停
止
を
も
認
容
し
た
事
例
（
東
京
高
決
昭
和
五
一
・
二
・
二
〇
判
時
八
〇
九
・

一一8一
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三
八
）
な
ど
が
あ
る
。
本
案
審
理
の
長
期
化
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
件
の
関
係
者
は
、
多
く
の
場
合
、
元
日
本
人
か
ま
た
は

そ
の
子
孫
で
あ
っ
て
生
活
の
本
拠
が
わ
が
国
に
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
収
容
期
間
が
長
び
く
こ
と
は
、
本
人
の
人
身
の
自

由
に
対
す
る
侵
害
と
と
も
に
家
族
の
生
活
の
圧
迫
と
も
な
り
、
無
視
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
社
会
通
念
上
回
復
が
容
易
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
程
度
の
自
由
の
拘
束
、
す
な
わ
ち
不
当
な
拘
束
と
し
て
違
法
と
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　
2
　
手
続
的
保
障

　
　
ω
　
刑
事
手
続

　
憲
法
三
一
条
以
下
の
詳
細
な
人
身
の
自
由
保
障
規
定
を
受
け
て
、
刑
事
手
続
は
、
大
陸
法
系
の
職
権
主
義
的
構
造
を
も
つ
訴
訟
法
か
ら
、
英

　
　
へ
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

米
法
系
の
当
事
者
主
義
的
構
造
の
新
刑
事
訴
訟
法
へ
と
転
換
し
た
。
制
憲
過
程
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
塗
一
二
条
以
下
の
人
身
の
自
由

保
障
規
定
は
、
わ
が
国
の
刑
事
手
続
法
の
自
由
主
義
的
大
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
刑
訴
法
は
、
令
状
主
義
、
黙
秘
権
、
予
審
の
廃

止
、
被
疑
者
の
弁
護
人
依
頼
権
、
弁
護
人
と
の
秘
密
交
通
権
、
起
訴
状
一
本
主
義
、
被
告
人
尋
問
の
廃
止
、
伝
聞
証
拠
排
斥
の
法
理
な
ど
を
取

り
い
れ
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権
の
尊
重
を
配
慮
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
刑
事
訴
訟
は
、
職
権
主
義
か
ら
当
事
者
主
義
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
お
レ

実
体
的
真
実
主
義
か
ら
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
ヘ
、
処
罰
主
義
か
ら
不
処
罰
主
義
へ
の
構
造
的
転
換
を
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
陸
型

刑
事
訴
訟
法
と
英
米
型
刑
事
訴
訟
法
の
調
和
の
上
に
起
草
さ
れ
た
新
刑
訴
法
に
と
っ
て
、
実
体
的
真
実
主
義
と
当
事
者
主
義
の
矛
盾
の
克
服

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
宿
命
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
学
説
は
、
当
初
は
、
新
刑
訴
法
に
お
い
て
も
、
職
権
主
議
が
依
然
と
し
て
基
本
原
理
な
い
し
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
刑
訴
を
統
一
的
に
理
解
す
る
理
論
が
、
市
民
権
を
獲
得
す
る

の
に
は
三
〇
年
の
歴
史
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
三
〇
年
の
問
に
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
理
論
は
、
職
権
主
義
か
ら
当
事
者
主
義
へ
、
実
体
的
真
実
主
義
か
ら
相
対
的
真
実
主
義
へ
、
処

罰
主
義
か
ら
不
処
罰
主
義
へ
、
そ
し
て
捜
査
に
つ
き
糾
間
的
捜
査
か
ら
弾
劾
的
捜
査
へ
転
換
し
て
、
真
に
憲
法
適
合
的
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
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そ
も
そ
も
職
権
主
義
は
、
探
求
者
の
役
割
と
判
断
者
の
役
割
を
同
一
人
が
兼
ね
て
も
、
公
正
な
判
断
が
で
き
る
と
い
う
国
家
権
力
へ
の
「
信

頼
の
原
則
」
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
主
義
は
、
有
罪
の
認
定
を
よ
り
慎
重
・
公
平
に
す
る
の
に
事
実
を
探
求
す
る
者
と
そ
れ
を
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

断
す
る
者
を
明
確
に
区
別
す
る
国
家
権
力
へ
の
「
懐
疑
の
原
則
」
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
異
質
の
原
理
で
あ
る
。
実
体
的

真
実
主
義
は
、
可
及
的
に
絶
対
的
（
客
観
的
）
真
実
に
迫
る
も
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
絶
対
主
義
、
客
観
主
義
と
、
犯
人
は
｝
人
残
ら

ず
有
罪
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
必
罰
主
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
刑
訴
法
は
、
真
実
追
求
の
手
段
に
す
ぎ
ず
、
捜

査
に
お
い
て
も
裁
判
に
お
い
て
も
、
職
権
主
義
・
糾
問
主
義
が
必
然
と
な
り
、
手
続
的
正
義
、
被
告
人
の
人
権
、
当
事
者
主
義
の
作
用
す
る
余

地
が
少
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
現
行
憲
法
の
人
権
尊
重
と
手
続
的
正
義
の
原
則
に
反
す
る
。

　
憲
法
の
適
正
手
続
の
要
請
は
、
手
続
法
が
固
有
の
存
在
理
由
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
、
被
告
人
の
人
権
の
尊
重
、
手
続
的
正
義
の
原
則
に
従

う
手
続
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
結
果
を
正
当
な
も
の
と
み
な
す
相
対
主
義
、
手
続
主
義
を
要
請
し
、
無
罪
推
定
の
法
理
、
無
享
の
不
処
罰
主
義

（
消
極
的
真
実
主
義
）
の
立
場
を
要
請
す
る
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
は
、
国
家
刑
罰
権
の
発
動
で
は
な
く
、
被
告
人
の
無
罪
立

証
の
た
め
と
い
う
片
面
的
構
成
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
請
権
利
は
、
無
罪
推
定
の
法
理
に
由
来
す
る
被
告
人
の
絶
対
的

権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
捜
査
過
程
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
が
原
則
的
に
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
②
　
行
政
手
続

　
行
政
手
続
に
よ
る
人
身
の
自
由
侵
害
に
対
す
る
保
障
と
し
て
も
、
旧
憲
法
下
に
お
け
る
事
後
的
救
済
に
加
え
て
、
事
前
に
、
行
政
の
適
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
け
レ

性
、
合
目
的
性
を
慎
重
に
統
制
す
る
手
続
、
す
な
わ
ち
適
正
手
続
が
現
行
憲
法
の
要
請
で
あ
る
。
旧
憲
法
下
で
広
汎
に
存
在
し
た
自
由
を
制
限

す
る
行
政
的
強
制
権
限
を
定
め
る
勅
令
、
省
令
、
庁
府
県
令
は
存
立
し
え
な
く
な
っ
た
。
行
政
執
行
法
に
い
う
検
束
（
｝
条
）
、
立
入
（
二
条
）

行
政
警
察
規
則
五
条
、
六
条
が
根
拠
に
な
っ
た
戸
口
調
査
、
同
規
則
二
四
条
に
基
づ
く
不
審
尋
問
な
ど
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
現
行
憲
法
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
パ
ロ

に
お
い
て
は
、
直
接
強
制
は
、
　
「
人
間
の
尊
厳
を
害
す
る
野
蛮
な
強
制
手
段
」
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
に
は
、
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と

な
り
、
特
別
の
場
合
に
令
状
主
義
の
下
に
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
ご
く
わ
ず
か
の
例
を
み
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
性
病
予
防
法
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人身の自由と適正手続の展開（萩野）

（
一
一
条
）
、
出
入
国
管
理
令
（
三
九
条
以
下
）
、
国
税
犯
則
取
締
法
（
三
条
）
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
三
条
、
五
条
）
な
ど
。

　
以
下
に
は
、
紙
教
の
関
係
上
、
出
入
国
管
理
令
関
係
の
近
時
の
事
例
を
い
く
つ
か
フ
ォ
・
1
す
る
に
と
ど
め
る
。
出
入
国
管
理
の
行
政
手
続

に
、
憲
法
三
一
条
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
は
と
に
か
く
、
お
そ
ら
く
準
用
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
の
基
本
思
想
の
下
に
、
手
続
の
適
正
が
要

求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
実
務
で
も
確
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と
思
え
る
。
以
前
に
は
、
し
ば
し
ば
、
例
え
ば
、
管
理
令
五
〇

条
の
在
留
特
別
許
可
は
、
「
国
が
全
く
一
方
的
に
行
な
う
処
分
で
あ
っ
て
こ
れ
を
許
す
か
ど
う
か
の
法
務
大
臣
の
自
由
裁
量
の
範
囲
は
無
制
限

な
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
国
側
も
（
例
え
ば
東
京
地
判
昭
和
三
二
・
四
・
二
五
判
時
二
五
・
六
）
、
近
時
は
、
適
正
手
続
の
主
張

の
前
に
慎
重
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
手
続
が
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
判
決
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
令
二
四
条
違
反
に

対
し
て
発
せ
ら
れ
る
収
容
令
書
（
三
九
条
）
、
退
去
強
制
令
書
（
四
九
条
五
項
、
五
一
条
）
は
、
憲
法
上
の
令
状
主
義
に
反
し
て
い
な
い
か
。
東

京
地
裁
昭
和
四
九
年
七
月
一
五
日
判
決
は
「
行
政
手
続
で
あ
る
と
の
一
事
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
直
ち
に
被
告
の
主
張
す
る
ご
と
く
憲
法
の
右

規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
は
い
い
難
い
」
と
し
な
が
ら
、
退
去
強
制
は
国
家
間
に
於
て
肯
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
必
要
性
は
否
定
し
得
な

い
こ
と
、
退
去
強
制
事
由
の
容
疑
に
つ
い
て
の
審
査
は
、
外
国
人
の
権
利
保
護
を
配
慮
し
て
慎
重
、
公
平
な
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
お
り
、
令
書
の
執
行
機
関
と
は
別
の
独
立
制
官
庁
で
あ
る
主
任
審
査
官
が
令
書
を
発
布
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
憲
法
に
反

し
な
い
、
と
判
断
し
た
（
判
夕
三
一
八
・
一
八
六
）
。
適
正
手
続
の
必
要
性
と
そ
の
実
態
に
説
き
及
ん
だ
姿
勢
を
評
価
し
得
る
。
右
判
決
は
、

ま
た
弁
護
人
選
任
権
の
保
障
の
欠
如
の
主
張
に
対
し
て
、
憲
法
三
四
条
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
令
所
定
の
代
理
人
の
制
度
（
四
八
条
五
項

一
〇
条
三
項
）
は
憲
法
の
趣
旨
を
実
質
的
に
満
た
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
違
憲
で
な
い
と
し
た
が
、
口
頭
審
理
の
手
続
に

お
い
て
、
原
告
が
弁
護
士
を
弁
護
人
と
し
て
立
ち
合
わ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
特
別
審
理
官
が
規
定
が
な
い
と
の
理
由
で
拒
絶

し
、
知
人
と
し
て
の
立
会
を
許
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
違
法
の
諺
り
を
免
れ
難
い
と
し
た
。
基
本
的
に
支
持
し
得
る
判
決
で
あ
る
。

　
令
三
九
条
の
収
容
令
書
を
主
任
審
査
官
が
発
布
す
る
に
当
っ
て
は
、
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
の
み
な
ら
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ず
、
収
容
の
必
要
の
有
無
に
つ
い
て
も
判
断
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
収
容
を
必
要
と
す
る
合
理
的
理
由
の
認
め
ら
れ
な
い
場
合
又
は
そ
の
理
由

が
消
滅
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
収
容
又
は
収
容
の
継
続
は
違
法
で
あ
る
、
と
し
た
東
京
地
裁
昭
和
四
四
年
九
月
二
〇
目

判
決
（
判
夕
二
四
〇
・
一
九
四
）
も
、
適
正
手
続
に
理
解
を
示
し
た
例
で
あ
る
。

　
前
掲
の
東
京
高
裁
五
一
年
二
月
二
〇
日
の
決
定
は
、
退
去
強
制
令
書
発
布
処
分
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
自
由
拘
束
の
諸
事
情
に
つ
い

て
、
人
権
な
い
し
人
道
に
重
き
を
置
く
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
実
体
的
適
正
に
関
す
る
も
の
と
評
し
う
る
。
同
様
に
、
戦
前
、
本
邦
内

で
出
生
し
た
元
日
本
人
が
、
一
た
ん
母
国
に
帰
っ
た
が
母
国
語
も
不
十
分
な
た
め
本
邦
に
不
法
入
国
し
、
爾
来
、
一
〇
数
年
間
真
面
目
な
市
民

と
し
て
生
活
、
日
本
人
の
妻
と
の
間
に
二
子
を
得
、
第
一
種
一
級
の
身
体
障
害
者
で
あ
る
妻
の
母
の
面
倒
も
見
る
な
ど
、
一
家
の
中
心
と
し
て

そ
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の
に
強
制
送
還
す
る
こ
と
は
勿
論
強
制
収
容
す
る
こ
と
も
本
人
及
び
そ
の
一
家
に
回
復
の
困
難
な
損
害
を
与
え
る
と

し
て
、
令
書
の
送
還
部
分
の
み
な
ら
ず
収
容
部
分
を
も
執
行
停
止
に
し
た
例
も
、
実
体
的
適
正
を
重
視
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
東
京

高
決
昭
和
四
七
・
四
・
一
九
判
タ
ニ
七
九
・
三
四
四
）
。
ま
た
、
渡
日
以
来
四
〇
年
近
く
平
穏
に
善
良
な
市
民
と
し
て
生
活
し
、
日
本
人
女
性
と

婚
姻
し
て
い
る
朝
鮮
人
が
、
実
弟
の
勉
学
の
希
望
を
か
な
え
て
や
り
た
い
と
の
肉
身
の
情
か
ら
、
実
弟
の
不
法
入
国
を
助
け
た
こ
と
を
理
由
に

同
人
に
退
去
強
制
処
分
を
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
苛
酷
な
措
置
で
甚
し
く
正
義
の
観
念
に
も
と
り
、
法
務
大
臣
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
、

裁
量
権
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
の
も
、
実
体
的
適
正
を
重
視
す
る
す
ぐ
れ
た
判
断
で
あ
る
（
札
幌
地
判
昭
和
四
九
・
三
・
一
八
判

タ
三
〇
六
、
　
一
六
六
）
。

　
出
入
国
管
理
の
行
政
手
続
に
つ
い
て
は
、
右
に
み
る
よ
う
に
、
手
続
、
実
体
の
両
面
に
お
い
て
適
正
手
続
の
保
障
の
考
え
方
が
、
大
い
に
進

ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
は
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
臨
増
「
日
本
国
憲
法
i
三
〇
年
の
軌
跡
と
展
望
」
所
収
拙
稿
「
人
身
の
自
由
と
適
正
手
続
」
を
補
充
す
る
も
の
で



あ
る
。
な
お
紙
面
等
の
関
係
上
、
比
較
法
的
考
察
の
部
分
等
割
愛
分
が
あ
る
。
別
の
機
会
に
補
充
し
た
い
。

　
本
稿
は
、
本
誌
上
の
小
生
の
最
後
の
論
文
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
、
本
誌
一
〇
号
か
ら
掲
載
を
は
じ
め
た
「
基
本
的
人
権
の
歴
史
性
」

（
◎
は
一
二
号
）
は
、
本
誌
上
で
は
つ
い
に
完
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
怠
慢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
力
量
が
及
ば
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
他
日
を
期
し
て
い
る
が
、
本
誌
の
関
係
者
に
深
く
お
詑
び
す
る
。

入身の自由と適正手続の展開（萩野）

（
ー
）
杉
村
敏
正
『
法
の
支
配
と
行
政
法
』
一
四
四
頁
。

（
2
）
田
中
英
夫
「
憲
法
一
三
条
（
い
わ
ゆ
る
適
法
手
続
条
項
）
に
つ
い
て
」
（
宮
沢
還
暦
『
日
本
国
憲
法
体
系
第
八
巻
』

（
3
）
熊
本
信
夫
『
行
政
手
続
の
課
題
』
一
六
八
頁
ほ
か
。

（
4
）
た
だ
し
、
松
尾
浩
也
「
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
」
　
（
法
律
時
報
五
三
九
号
一
二
二
頁
）
は
批
判
的
で
あ
る
。

（
5
）
杉
原
・
前
掲
の
研
究
参
照
。

（
6
）
田
宮
・
前
掲
二
一
天
頁
以
下
。

（
7
）
平
場
安
治
「
実
体
的
真
実
主
義
と
当
事
者
主
義
」
　
（
日
本
刑
法
学
会
『
刑
事
訴
訟
法
講
座
1
』
一
頁
以
下
）
。

（
8
）
小
野
清
一
郎
『
新
刑
事
訴
訟
法
概
説
』
は
し
が
き
、
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』
六
一
頁
。

（
9
）
平
野
竜
一
『
刑
訴
法
の
基
礎
理
論
』
五
頁
以
下
。

（
㈹
）
拙
稿
「
適
正
手
続
の
保
障
」
　
（
芦
部
・
池
田
・
杉
原
『
演
習
憲
法
』
三
二
二
頁
以
下
）
。

（
”
）
高
柳
信
↓
「
行
政
手
続
と
人
権
保
障
」
　
（
清
宮
・
佐
藤
『
憲
法
講
座
2
』
二
六
〇
頁
）
。

一
六
五
頁
以
下
）
。
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